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南部町議会のあゆみ 

 

平成 15 年 3 月 1 日に、旧南部町と旧富沢町は、「水と緑が溢れる ふれあい豊

かなまちづくり」を将来像とし、過疎化、少子高齢化への対応、さらには、行財

政基盤の強化及び効率化を図るため、平成の大合併と言われた中で、山梨県下市

町村第１号となる合併により、「南部町」として新たにスタートした。 

合併後、本町議会においても、議員定数削減や常任委員会の改変等を実施する

とともに、町民のみなさまが議会に参加できる機会の提供や、議会の活性化、議

会改革等についての調査研究をし、「町民にわかりやすく、町民にひらかれた議会」

をめざし取り組んでいるところである。 

 

 

〇 平成 15 年 3 月 1 日（合併時） 

 ・議 員 数 ＝ 定数は 18 名だが、合併時議員在任特例により、議員数 

29 名（旧南部町 15 名・旧富沢町 14 名） 

 ・委 員 会 ＝ 総務常任委員会(10 名)・土木経済常任委員会(9 名) 

文教厚生常任委員会(10 名)  常任委員会数=３ 

議会運営委員会(5 名)・広報編集委員会(6 名) 

〇 平成 16 年 11 月 1 日 

 ・議 員 数 ＝ 定数 18 名(平成 16 年 10 月 24 日一般選挙執行) 

 ・委 員 会 ＝ 総務常任委員会(6 名)・土木経済常任委員会(5 名) 

文教厚生常任委員会(6 名) 常任委員会数=３ 

議会運営委員会(5 名)・広報編集委員会(6 名) 

〇 平成 19 年 9 月 21 日 

・定数削減 ＝ 「南部町議会の議員の定数を定める条例改正」可決。 

議員定数を 18 名から 14 名に削減(次回選挙から適用) 

  〇 平成 20 年 9 月 19 日 

  ・委 員 会 ＝ 「南部町議会委員会条例改正」可決。総務常任委員会と土

木経済常任委員会が統合し、総務建設常任委員会とする。 

総務建設常任委員会(7 名)・文教厚生常任委員会(6 名)  

〇 平成 20 年 11 月 7 日 

 ・議 員 数 ＝ 定数 14 名(平成 20 年 10 月 26 日一般選挙執行 無投票) 

 ・委 員 会 ＝ 常任委員会   総務建設常任委員会(7 名) 

文教厚生常任委員会(6 名)   

議会運営委員会(5 名) 

広報編集委員会(6 名) 
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〇 平成 23 年 12 月 16 日 

・定数削減 ＝「南部町議会の議員の定数を定める条例改正」可決。 

議員定数を 14 名から 12 名に削減(次回選挙から適用) 

〇 平成 24 年 11 月 9 日 

 ・議 員 数 ＝ 定数 12 名(平成 24 年 10 月 28 日一般選挙執行) 

 ・委 員 会 ＝ 常任委員会   総務建設常任委員会(6 名) 

文教厚生常任委員会(6 名)   

議会運営委員会(5 名) 

広報編集委員会(6 名) 

〇 平成 28 年 11 月 1 日 

 ・議 員 数 ＝ 定数 12 名(平成 28 年 10 月 23 日一般選挙執行) 

 ・議会構成 ＝ 常任委員会   総務建設常任委員会(6 名) 

文教厚生常任委員会(6 名) 

議会運営委員会(5 名) 

広報編集委員会(6 名) 

〇 令和 2 年 11 月 2 日 

 ・議 員 数 ＝ 定数 12 名(令和 2 年 10 月 25 日一般選挙執行) 

 ・議会構成 ＝ 常任委員会   総務建設常任委員会(6 名) 

文教厚生常任委員会(6 名) 

議会運営委員会(5 名) 

広報編集委員会(6 名) 

〇 令和 3 年 4 月 22 日 

 ・委 員 会 ＝ 「議会改革特別委員会の設置」を可決。 

           議会改革特別委員会(議長を除く全議員) 

〇 令和 5 年 12 月 15 日 

 ・基本条例 ＝ 「南部町議会基本条例の制定」を可決 

 ・委 員 会 ＝ 上記条例制定により設置目的が果たされたため、「議会改革

特別委員会」を廃止。 

〇 令和 6 年 3 月 15 日 

・定数削減 ＝「南部町議会の議員の定数を定める条例改正」可決により、 

議員定数を 12 名から 10 名に削減(次回選挙から適用) 

  ・委 員 会 ＝ 「議会改革特別委員会の設置」を可決。 

           議会改革特別委員会(議長を除く全議員) 

〇 令和 6 年 9 月 13 日 

・報酬改定 ＝「南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

改正」可決。議員報酬改定。(次回選挙から適用) 

 ・委 員 会 ＝「南部町議会委員会条例改正」可決。総務建設設常任委員会、
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文教厚生常任委員会をそれぞれ５名に改め、新たに広報広

聴常任委員会（９名）を設置する。(次回選挙から適用) 

  ・委 員 会 ＝ 上記条例制定により設置目的が果たされたため、「議会改革

特別委員会」を廃止。 

〇 令和 6 年 11 月 1 日 

 ・議 員 数 ＝ 定数 10 名(令和 6 年 10 月 27 日一般選挙執行) 

 ・議会構成 ＝ 常任委員会   総務建設常任委員会(5 名) 

文教厚生常任委員会(5 名) 

広報広聴常任委員会(9 名) 

議会運営委員会(5 名) 

〇 令和 6 年 1２月 1３日 

  ・委 員 会 ＝ 「予算決算特別委員会の設置」を可決 

           （以降、６月、１２月定例会において予算決算特別委員

会を設置する。） 
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第１節 議会の概要 

 
 

１．機構図  

                                                                    
                                                                           
 

                    

                              
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

２．議員定数（条例定数） 
現員数 1０名(定数 1０名) 

 

３．議員の任期 
令和 6 年 11 月 1 日～令和 10 年 10 月 31 日 

 

４．議員名  

議 長 木内 秀樹 

副議長 若林 良一 

 芦澤潤一郎 

望月小五郎 

望月 憲之 

塩津  悟 

 高橋 茂広 小泉 昇一 

 望月 光彦 仲亀 佳定 

 

５．常任委員会 

    ・委員任期：2 年（広報広聴常任委員会については、係を入替） 

・条例、補正予算、請願等の審議（総務・文教常任委員会） 

       

〇 総務建設常任委員会 

      総務課所管、交通防災課所管、企画課所管、DX 推進課所管、財政

課所管、税務課所管、出納室所管、産業振興課所管、建設課所管、

農業委員会所管及びその他、他の所管に属さない事項の調査及び審

査の実施。 

     ・委員名（構成人員４名）※定数５人 

議会事務局(2) 

兼監査委員事務局 

広報広聴常任委員会(９) 

議会運営委員会(5) 

議会 
文教厚生常任委員会(５) 

総務建設常任委員会(５) 
常任委員会  

予算決算特別委員会(９) 特別委員会 

議会改革特別委員会(９) 
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       ◎委 員 長 芦澤潤一郎 

       〇副委員長 仲亀佳定 

             若林良一  望月憲之 

             

    〇 文教厚生常任委員会  

       住民課所管、福祉保健課所管、医療センター所管、デイサービス

センター所管、子育て支援課所管、水道環境課所管、環境センター

所管及び教育委員会所管に関する事項の調査及び審査の実施。 

     ・委員名（構成人員５名）※定数５人 

       ◎委 員 長 望月小五郎 

       〇副委員長 塩津 悟 

             望月光彦  小泉昇一  高橋茂広 

 

〇 広報広聴常任委員会 

       議会だよりの編集発行に係る業務 

       議会報告会開催に係る業務 

・委員 ９名（議長を除く全議員） 

       ◎委 員 長 望月憲之 

       〇副委員長 小泉昇一 

             （編集発行係） 

             仲亀佳定 若林良一 望月小五郎 芦澤潤一郎 

             （報告会企画係） 

             望月光彦 高橋茂広 塩津 悟 

 

６．議会運営委員会 

      議会の円滑かつ効率的な運営実施を図る。また、議長の諮問的な性

格を帯びた機関。 

      定例会招集日や議会及び町関係行事との調整を図り、議会運営委員

長が決定。 

① 定例会の会期（概ね 10 日間～20 日間） 

② 議事日程の調整 

③ 請願等の提出協議 

④ その他議会運営についての確認 

     ・委員名（構成人員５名） 

       ◎委 員 長 望月光彦 

       〇副委員長 若林良一 

             望月小五郎  望月憲之  芦澤潤一郎 
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７．特別委員会 

〇 予算決算特別委員会 

      9 月及び 3 月（6 月）の定例会時は提案された、条例・予算・決算

等を委員会で審査。 

     ・委員  ９名 （議長を除く全議員） 

       ◎委 員 長 副議長 

       〇副委員長 総務建設、文教厚生常任委員長が交互に努める。 

 

〇 議会改革特別委員会 

      議会改革推進についての調査・研究。議会基本条例、達成状況の評

価及び検証するため、必要に応じて設置。 

     ・委員  ９名 （議長を除く全議員） 

                     

８．峡南広域行政組合議会 

     ・議員名（２名） 

       高橋茂広  望月小五郎 
 

９．山梨県後期高齢者医療広域連合議会 

     ・議員名（１名） 

       望月憲之 
 

１０．峡南衛生組合議会 

     ・議員名（２名） 

       望月光彦  塩津 悟 
 

１１．山梨西部広域環境組合議会 

     ・議員名（１名） 

       仲亀佳定 
 

１２．監査委員 

・監査委員名（２名） 

       田中清一（学識経験者)  小泉昇一（議員) 
 

１３．一般質問 

      提出期限は議長がその都度決定する。 

      発言は通告順に許可。 

      一問一答方式とし、一人の持ち時間は質問回答を含め４０分間。 

      質問回数は３回以内。 

 

１４．請願・陳情の取り扱い 
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      請願の受理：原則として議会開催月前月 25 日（休日は除く）までと

し、受理したものは、議会運営委員会で委員会付託等を協議。 

      本会議提出：委員会審査のうえ、委員長報告のあと議会最終日に本

会議に提出。 

 

１５．会議録の調整 

方 法 ＝ テープ等の録音により会議録を作成 

      定例会：業者に委託し会議録を作成 

      臨時会：職員が会議録を作成 

期 間 ＝ 概ね 30 日 

 

１６．議員報酬等  
区 分 報酬月額（改選後）  

期
末
手
当 

6 月 177.50 / 100 

議 長 290,000 円  12 月 177.50 / 100 

副議長 235,000 円  合計 355 / 100 

議 員 214,000 円  加算率 15％ 

 

１７．議会費予算 

（単位：千円）                        

 

 

 

 

 

 

 

区　分
令和7年度
当初予算額

令和6年度
当初予算額

増　減

報酬 26,844 23,712 3,132
給料 7,714 7,155 559
職員手当等 14,575 12,304 2,271
共済費 9,135 8,778 357
報償費 4 4 0
旅費 510 546 △ 36
交際費 300 300 0
需用費 4,837 5,921 △ 1,084
委託料 1,386 1,386 0
使用料及び賃借料 1,782 1,965 △ 183
工事請負費 0 0 0
備品購入費 20 20 0
負担金、補助及び交付金 2,925 3,081 △ 156
公課費 0 15 △ 15

議会費計 70,032 65,187 4,845
一般会計総額 5,732,000 5,380,000 352,000

構成比 1.22% 1.21%
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１．議会関係施設平面図 
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第２節 議会活動（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

 
１． 本会議 
 

 
 

２．常任委員会・全員協議会等 

区 分 開催回数 

常任委員会 ５ 

特別委員会 ７ 

  〃  小委員会 ５ 

議会運営委員会 ８ 

全員協議会 ５[N1][N2][N3] 

 

３．議会広報発行 

     広報編集委員会＝２３回開催 

     定例号 4 月・7 月・10 月・11 月（臨時）1 月 計 5 回発行 

     （定例会の翌月末までに発行） 

 

４．研修会・視察・要望等 

・議員行政視察研修  年１回実施 

・各委員会別調査研修 年１回実施 

・主要事業等にかかる調査（随時） 

・制度改革等に伴う研修（随時） 

 

    

区　分
会期
日数

本会議
開催
日数

審議
件数

一般
質問
件数

傍聴者数

令和6年６月
定例会

11 3 9 8 4

令和6年９月
定例会

18 2 29 3 2

令和6年１２月
定例会

11 2 26 11 27

令和7年３月
定例会

18 2 48 6 1

臨時会
（３回開催）

3 3 16 － 1

計 61 12 128 28 35
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・令和６年度実績 

区   分 回数 

議長会議・議長研修 ６ 

正副議長研修・議長議運委員長研修 １ 

議会運営委員研修・委員長会議 １ 

議員研修・新任議員研修 １ 

広報編集委員研修・委員長会議 ２ 

事務局職員会議研修 １ 

町外視察 ４ 

町内視察 ０ 

 

     ５．町民懇談会 

    ・令和 6 年度実績 

     第１回 令和 6 年４月１７日（水） 農村環境改善センター 

         令和 6 年４月２４日（木） 役場分庁舎２階会議室 

      

第２回 令和 6 年７月１２日（金） 農村環境改善センター 

 

６．峡南広域行政組合議会（２名） 

峡南広域行政組合議会は、山梨県南西部に位置する市川三郷町、富士

川町、早川町、身延町、南部町の５町の議会議員から選出された議員で

構成され、峡南広域行政組合の条例や予算などの審議・決定を行う機関

です。 

峡南広域行政組合では、ふるさと市町村運営事業(幼少年健全育成事業

や観光ＰＲ等)、福祉支援事業(介護認定に係る審査及び障害程度区分認

定に係る審査等)、情報センター事業(事務処理プログラムの開発等)、常

備消防事業、老人福祉施設事業(特別養護老人ホーム、デイサービス等)を

行っています。 

 

７．山梨県後期高齢者医療広域連合議会（１名）  

山梨県後期高齢者医療広域連合議会は、山梨県内すべての市町村の議

会議員から選出された議員で構成され、広域連合の条例や予算などの審

議・決定を行う機関です。 

広域連合では、後期高齢者医療制度に係る保険料の賦課や被保険者の

資格管理等の事務を行っています。 
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８．峡南衛生組合議会（２名）  

峡南衛生組合議会は、身延町、早川町、市川三郷町、南部町の４町の

議会議員から選出された議員で構成され、峡南衛生組合の条例や予算な

どの審議・決定を行う機関です。 

峡南衛生組合では、ごみ処理業務、し尿処理業務、火葬業務を行って

います。 

 

 

９．山梨西部広域環境組合議会（１名）  

山梨西部広域環境組合議会は、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐

市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町及び昭和

町の議会議員から選出された議員で構成され、山梨西部広域環境組合の

条例や予算などの審議・決定を行う機関です。 

山梨西部広域環境組合では、ごみ処理施設の設置及び管理並びにこれ

に附帯する事務を行っています。 
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第３節 町の概要  

１．位置と地勢 

 南部町は、山梨県の最南端に位置し、北側は身延町と東・南・西側の

三方は静岡県（富士宮市、静岡市）に接しており、国道 52 号、ＪＲ身

延線など山梨県と静岡県を結ぶ主要幹線が地域内を貫き、静岡県から山

梨県にアクセスする際の玄関口となっている。 

また、南部町の北側中央から南東方向に富士川が貫流し、その支流と

なる戸栗川、佐野川、福士川などの多くの河川があり、河川沿いの平地

から山間部に向かうに従い、険しい地形である。なお、町土に占める森

林の比率が 9 割近いなど、豊かな自然が保全されている。 

 

２．気候 

南部町の気候は、年平均 15℃と比較的温暖で、降雨量は年間 2,500

ミリ前後を記録し、県内では最多雨地帯であり、降雪は極めて少なく沿

岸海洋性気候に属している。 

 

３．面積 

南部町は、北東から南西方向へ約 21ｋｍ、北西から南東方向へ約 16.5

ｋｍで、面積は、200.87ｋ㎡、県土の約 4.5％を占めている。 

土地の利用状況をみると、宅地 2.51ｋ㎡（1.2％）、農用地 4.43ｋ㎡

（2.2％）、森林 175.48ｋ㎡（87.4％）などと、森林の割合が高くなっ

ている。 

 

４．人口・世帯 

令和２年国勢調査によると、南部町の総人口は 7,156 人で、平成 27

年の国勢調査に比べ 11.3％減少しており、昭和 55 年以降減少を続けて

いる。世帯数は 2,819 世帯となっており、1 世帯当たりの人員が減少し

て核家族化の進行がみられる。 

 また、令和２年の国勢調査によると、年齢別人口の構成比は、0 歳か

ら 14 歳までが 7.9％、15 歳から 64 歳までが 48.4％、65 歳以上が 43.7％

となっており、山梨県の数値（0 歳～14 歳 11.6％、15 歳～64 歳 57.3％、

65 歳以上 31.1％）と比較すると、高齢化が進んでいる。 
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国勢調査に基づく総人口・総世帯数 

区分 総人口(人) 総世帯数(世帯) 
1 世帯当たり 

人員(人) 

S60 11,959 3,164 3.78 

H2 11,826 3,284 3.60 

H7 11,437 3,271 3.50 

H12 10,863 3,252 3.34 

H17 10,254 3,206 3.20 

H22 9,011 3,088 2.92 

H27 8,067 3,006 2.68 

R 2 7,156 2819 2.54 

 

５．町民憲章等 

① 南部町の町民憲章（平成 16 年 1 月 5日制定） 

南部町民憲章 

わたくしたちの郷土は、富士川に沿う河内路の要衝として、

古くから特色ある文化を育ててきました。 

私たちは、この南部町民であることに誇りをもち、恵まれた

自然に感謝し、歴史や文化を大切に、ふれあい豊かな躍進する

町をつくるため、この憲章を定めます。 

一、 自然を愛し、美しい町をつくります。 

一、 仕事にはげみ、活力のある町をつくります。 

一、 生涯を通して学び、文化の町をつくります。 

一、 心とからだをきたえ、明るい町をつくります。 

一、 たがいに助け合い、平和な町をつくります。 

 

② 南部町の木（平成 16 年 1 月 5日制定） 

ヒノキ 

 

③ 南部町の花（平成 16 年 1 月 5日制定） 

 アジサイ 

 

④ 南部町の鳥（平成 16 年 1 月 5日制定） 

 メジロ 

 

⑤ 南部町の蝶（平成 16 年 1 月 5日制定） 

 ギフチョウ 
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⑥ 南部町の町章（平成 16 年 1 月 5日制定） 

 

 

 

 

 

 

町章の説明 

南部町の頭文字「Ｎ」をモチーフに、曲線で造形された右上に伸

びる「Ｎ」の文字は、全体に躍動感が溢れ、未来に飛躍する南部

町を表現している。 

また、清流や渓谷を表した青色、山々や竹林、お茶を表した緑

色、紅葉や火祭りを表した赤色の三色で構成された「Ｎ」の文字

は、町内の多彩な風景と新町の将来像である「水と緑が溢れるふ

れあい豊かなまちづくり」に相応しいイメージをも表現している。 

 

⑦ 南部町のキャッチフレーズ（平成 16 年 1 月 5日制定） 

         『水と緑が溢れるふれあい豊かな町』 

 

⑧ 南部町歌（平成 21 年 11 月 1 日制定） 

 
南 部 町 歌                          

作詞  工藤 和久 
作曲  栞  彩人 

１ 富士山映える ふるさとの 

せせらぎ清く たおやかに 

自然と人が 環
わ

をつくり 

未来を 拓

ひら

く 夢 創
ゆめづく

り 

水と緑が あふれてる 

ふれあい豊かな 南部町 

３ アジサイ可憐
かれん

に 咲き誇り 

ギフチョウの舞い 美しく 

笑顔と笑顔 重ね合い 

心の 絆
きずな

 結び合う 

水と緑に 彩られ 

みのり豊かな 南部町 

２ ヒノキが伸びゆく 大空に 

メジロは歌う 軽やかに 

歴史と文化に 育
はぐく

まれ 

いにしえ浪漫
ろ ま ん

の 風が吹く 

水と緑が きらめいて 

こころ豊かな 南部町 

 

 

 

 

 

青色 緑色 

赤色 
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６．町の財政状況（令和７年度南部町一般会計当初予算） 

歳 入                             （単位：千円） 

 
 

  

款 Ｒ7年度予算額 構成比（％）

　１　町　　　税 854,006 14.9%

　２　地方譲与税 106,300 1.9%

　３　利子割交付金 200 0.0%

　４　配当割交付金 1,000 0.0%

　５　株式等譲渡所得割交付金 300 0.0%

　６　法人事業税交付金 12,000 0.2%

　７　地方消費税交付金 159,000 2.8%

　８　ゴルフ場利用税交付金 28,400 0.5%

　９　環境性能割交付金 5,000 0.1%

１０　地方特例交付金 3,001 0.1%

１１　地方交付税 2,500,000 43.6%

１２　交通安全対策特別交付金 700 0.0%

１３　分担金及び負担金 19,568 0.3%

１４　使用料及び手数料 45,624 0.8%

１５　国庫支出金 432,248 7.5%

１６　県支出金 258,363 4.5%

１７　財産収入 39,962 0.7%

１８　寄　付　金 7 0.0%

１９　繰　入　金 315,946 5.5%

２０　繰　越　金 200,000 3.5%

２１　諸　収　入 53,175 0.9%

２２　町　　　債 697,200 12.2%

歳　入　合　計 5,732,000 100.00
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歳 出                      （単位：千円） 

 

款 R7年度予算額 構成比（％）

　１　議　会　費 70,032 1.2%

　２　総　務　費 1,132,545 19.8%

　３　民　生　費 1,301,853 22.7%

　４　衛　生　費 748,654 13.1%

　５　農林水産業費 297,247 5.2%

　６　商　工　費 125,978 2.2%

　７　土　木　費 264,535 4.6%

　８　消　防　費 69,203 1.2%

　９　教　育　費 1,249,994 21.8%

１０　災害復旧費 202 0.0%

１１　公　債　費 466,756 8.1%

１２　諸支出金 1 0.0%

１３　予　備　費 5,000 0.1%

歳　出　合　計 5,732,000 100.00


